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１ プログラムの背景・目的

［背景］

学生の就職内定率は、いわゆる「就職氷河期」と同様の大変厳しい状況にあり、第二の「ロ

スト・ジェネレーション」をつくらないためにも、このような者への迅速な支援が急務となっ

ており、大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」という。）の就職支援態勢の強化

を図るため、早急に支援する必要がある。

また、若年者の非正規雇用割合や早期離職者の増加など雇用情勢の変化の中で、就職や将来

の進路に不安や悩みを持つ学生が増加しており、大学においても、各大学の自主性に基づきつ

つ、教育課程内外において、学生が自らの職業観、勤労観を培い、自ら向上するための支援を

行うことが喫緊の課題となっている。

中央教育審議会大学分科会「中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告」（平成２１

年８月２６日）においては、学生が入学時から自らの職業観、勤労観を培い、社会人として必

要な資質能力を形成していくことができるよう、教育課程内外にわたり、授業科目の選択等の

履修指導、相談、その他助言、情報提供等を段階に応じて行い、これにより、学生が自ら向上

することを大学の教育活動全体を通じて支援する「職業指導（キャリアガイダンス）」を適切

に大学の教育活動に位置づけることが必要であり、入学時のガイダンス等の導入プログラムか

ら、学生の適性、興味・関心などを踏まえ、履修指導等において、きめ細かい指導・助言が行

われるよう職業指導（キャリアガイダンス）の充実に努めることなどの必要性が示されている。

［目的］

本プログラムは、大学等から申請された、各大学等における就職支援態勢の強化を図るため

の取組の中から、達成目標を明確にした効果が見込まれる取組を選定し、広く社会に情報提供

するとともに、重点的な財政支援を行うことにより、学生の就職率の向上やキャリア形成の促

進を図ることを目的とする。

２ プログラムの概要

（１）募集の対象

○ 学長（高等専門学校においては校長。以下、「学長等」という。）を中心とするマネジメン

ト体制の下、国公私立大学（大学院大学を除く）、短期大学、高等専門学校（私立とは設置者

が学校法人のものに限る。）が、本プログラムにおいて設定する取組に沿った達成目標を明確

にし、確実な計画のもとに、大学等の就職支援態勢の強化に資する以下の内容の取組を募集の

対象とします。

【取組１】

就職相談員（キャリアカウンセラー等）の配置促進による就職相談の充実

（地域の企業、商工会議所やハローワーク等と連携した取組など）

【取組２】

就職力を高めるキャリアガイダンスの推進
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○ 以下の単位で実施する取組を募集の対象とします。

大学全体、短期大学全体、高等専門学校全体で行う取組

※１ 複数の大学等での共同の取組を申請することも可能です。

※２ 【取組２】については、学部、学科、専攻課程単位の取組を申請することも可能

です。

※３ 大学院、専攻科あるいは別科を対象に限定しているもの、もしくは主たる対象と

しているものは募集の対象外とします。

○ 当該大学等において、大学改革推進等補助金又は研究拠点形成費等補助金、国際化拠点整備

事業費補助金等により文部科学省が行っている他のプログラム（以下、「国公私を通じた大学

教育改革支援プログラム」という。）で選定されている取組と同一又は類似の取組については

申請することはできません。また、過去に選定され補助期間が終了した取組と同一又は類似の

取組についても申請することはできません。

○ 当該大学等において、平成２１年度「大学教育・学生支援推進事業」（学生支援推進プログ

ラム）で選定されている大学等（共同の取組を含む。）は申請することができません。

○ 国立及び公立については、国立大学法人運営費交付金をはじめ、学生支援の取組への様々な

財政支援を受けていることから、私立大学を中心に措置します。

（２）申請件数・募集内容等

○ １つの大学等につき、複数の大学等での共同の取組を含め１件までの申請とします。

※ 【取組１】又は【取組２】のいずれかのみへの申請とし、同時申請はできません。

○ 複数の大学等での共同の取組を申請する場合は、主となる１つの大学等が代表となり申請し

てください。

［取組の例］

（あくまでも例示であり、限定するものではありませんが、【取組１】については、地域の企業、

商工会議所やハローワーク等と連携した取組を優先的に選定します。）

【取組１】

・地域の企業、商工会議所の専門的知識や勤務経験のある者を就職相談員として雇用

・地域の企業、商工会議所と連携した企業説明会の開催

・ハローワークと連携した求人情報の有効活用 など

【取組２】

・就職に関し、学生の適性に応じた学修相談・助言体制の整備（学生個々の適性を適性試

験や個別面談により把握し、それぞれの適性に応じたきめ細やかな履修指導体制の整備）

・学生の職業意識の形成やキャリアへの円滑な移行が図られるよう、教育課程の内外にわ

たり必要な資質能力の獲得を促進（地域社会や企業で直接体験する場（職場体験、イン

ターンシップなど）を創出するなど実効性の高い取組を実施） など
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○ 取組の趣旨・目的（取組を実施するにあたっての背景（現状と課題）、取組を実施する必要

性、具体的な目的等）、取組による達成目標、取組の評価方法（効果測定の方法）、財政支援

期間終了後の計画、将来の展望等をとりまとめて、文部科学大臣あてに申請書を提出してくだ

さい。詳細については、「平成２１年度 大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進プログ

ラム）申請書類等作成・提出について」を参照してください。

（３）選定件数

選定件数は、全体として４０件程度としますが、申請の状況等により予算の範囲内で調整を行

うことがあります。

（４）取組に対する経費措置

選定された取組に対して、国公私立を問わず「大学改革推進等補助金」による経費措置を行う

ことを予定しています（私立大学とは設置者が学校法人のものに限ります）。

なお、選定された取組が大学改革推進等補助金により文部科学省が行っている他のプログラム

又は他の補助金等により経費措置（以下、「他の経費措置」という。）を受けている場合は、重

複補助を避けるため、本事業として経費措置を受けることはできません。

取組を申請する場合は、他の経費措置を受けて行っている事業との区分など十分整理した上で、

事業内容及び資金計画「取組に係る経費」を作成してください。

（５）事業規模等

○ 申請にあたっては、補助事業上限額の枠内で申請書を作成の上、提出してください。事業規

模が補助金基準額を超える場合、補助事業上限額との差額はその他の経費（自己収入等）によ

り各大学等が負担することとなります。

なお、補助金基準額については、予算の範囲内で調整する場合があります。

【取組に係る経費の規模等】

平成２１年度
２，５００千円

補助金基準額

平成２１年度
４，１００千円

補助事業上限額

財政支援期間 平成２２年度までの予定としており、平成２２年度の補助金基準額に

ついては、「１０，０００千円／年」程度の予定としていますが、予算

の範囲内で調整します。

○ 使用できる経費の取扱いの詳細については、文部科学省Ｗｅｂサイトに掲載している「大学

改革推進等補助金交付要綱」等を参照してください。

（参考）平成２１年度大学改革推進等補助金について

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tokushoku/05030101.htm
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（６）その他

本公募については、平成２１年度補正予算（第２号）の成立を前提としており、国会における

予算審議の状況により、選定件数その他を変更する場合があります。

３ 選定方法等

○ 本プログラムの選定のための審査は、独立行政法人日本学生支援機構において運営される「学

生支援推進事業委員会（以下、「委員会」という。）」において行います。選定方法等の概要は、

「平成２１年度 大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進プログラム）審査要項」を参照

してください。

○ 地域バランスや申請内容等を総合的に勘案し決定します。

○ 選定された大学等には、学長等あて選定結果を通知します（２月上旬頃を予定）。

４ 要件違反等

（１）形式的要件違反

公正な審査を行うため、以下の形式的要件違反があった場合は審査対象外とします。申請時に

は十分注意してください。

① 「大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進プログラム）申請書類等作成・提出について」

の「Ⅲ 申請書の作成について」「一般的留意事項について」で定める書式と異なる場合

② 様式１の「取組名称」の規定文字数を超過した場合（超過の分量を問わない）

③ 指定外の資料を添付した場合（添付の分量を問わない）

（２）申請内容の重大な誤謬等

申請書に、審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや記載漏れ、または虚偽の記載

等があった場合は審査対象外とします。申請時には十分注意してください。また、選定後におい

ても申請書類の虚偽の記載等が判明した場合は選定が取り消されることがあります。

※ 要件違反等の防止のため、申請前に「申請内容等チェックシート」による確認作業を行うとと

もに、確認後の「申請内容等チェックシート」については、申請書と併せて提出していただきま

す（「５ 申請に当たっての留意事項」参照のこと）。
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５ 申請に当たっての留意事項

（１）申請書

「平成２１年度 大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進プログラム）申請書類等作成・

提出について」に基づき、本事業の背景・目的を十分に踏まえて、所定の様式で申請書を作成し、

学長等から文部科学大臣あてに申請してください。

ただし、申請書の提出先は、「独立行政法人日本学生支援機構」です。

（２）申請内容等チェックシートによる確認

要件違反等の防止のため、申請前に「申請内容等チェックシート」による確認作業を行うとと

もに、確認後の「申請内容等チェックシート」を提出してください。

（３）申請手続

申請手続きは以下のとおりです。なお、申請書類を送付する場合は、配達が証明できる方法（特

定記録、小包、簡易書留、宅配便等）で余裕をもって発送し、提出期間内に必着するようにして

ください。

なお、提出期間内に申請書類等が提出されない場合は、審査対象外とします。

平成２２年１月２５日（月）～平成２２年１月２６日（火）の期間内に独立行政法人日本学生

支援機構に提出（午前１０時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

【提出部数】

「平成２１年度 大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進プログラム）申請書」

両面印刷穴あけ・製本テープにより製本 ・・・・・１０部

片面印刷（印刷原稿用）・・・・・・・・・・・・・・１部

上記関係の書類を保存したＣＤ－ＲＷ（ＵＳＢメモリでも可） ・・・・・・・・１枚

「平成２１年度 大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進プログラム）

申請内容等チェックシート」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部

※ なお、提出にあたっては、指定の文部科学大臣あて公文書に添えて提出してください。

【提出先】
〒 135-8630 東京都江東区青海２－２－１

独立行政法人日本学生支援機構 学生生活部 学生生活計画課

［大学教育・学生支援推進事業 担当］

（電話：０３－５５２０－６１６８）
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（４）その他

申請書等は返却しませんので、各大学等において控えを保管するようにしてください。

６ 公表等

○ 募集締切後、申請大学等名及び取組名称を公表する予定です。また、選定された取組につい

ては、内容等についても公表する予定です。

○ 事例集や報告集の作成、フォーラムの開催を行う場合がありますのであらかじめ御了承くだ

さい（これらの作成、開催にあたっては、選定された各大学等に参加していただきます）。そ

の際、作成した事例集等に関する著作権は文部科学省に帰属するものとします。

○ 本事業の趣旨・目的を踏まえ、選定された大学等は、自ら選定取組の内容、経過、成果、達

成目標の到達状況等を各大学等のＷｅｂサイト等を活用し積極的かつ継続的に社会へ情報提供

を行っていただくこととします。

○ 大学教育改革の推進の一環として本事業計画の実施状況の確認とともに、審査・評価等の方

法の改善等のために、選定を行った取組を対象に、取組の財政支援期間終了後に状況調査等を

行い、広く社会に情報提供することを予定しています。

７ 問い合わせ先

《公募要領、補助金その他の問い合わせ先》

〒 100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２

文部科学省 高等教育局 学生・留学生課 厚生係

電 話：０３－５２５３－４１１１（内線２５１９）

《申請書及び審査・評価に関する問い合わせ先》

〒 135-8630 東京都江東区青海２－２－１

独立行政法人日本学生支援機構 学生生活部 学生生活計画課

電 話：０３－５５２０－６１６８

※ 公募要領等掲載Ｗｅｂサイト

http://www.jasso.go.jp/sien_suishinpro/syushokusien_koubo.html


